
■見直し概要

■見直し案のポイント・ねらい

■スケジュール

■便数
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平日 土日祝

発 着 発 着

朝（6時～8時台）
０

(▲２)
３

（±０）

運行なし
(▲８)

昼（９時～16時台）
０

（±０）
０

（±０）

夕（17時～20時台）
４

（±０）
０

(▲２)

合計
4

（▲2）
3

（▲2）
0

（▲8）

【平日】
・利用が少ない逆輸送便4便の運行をとりやめ、輸送
の効率化を図りつつ収支の確保を行う。

⇒3便を北千里経由に振り替え、1便を減便

【土日祝】
・8便全ての運行をとりやめ
⇒4便を北千里経由に振り替え、4便を減便

時期 内容

R7年４月以降 見直し内容で社会実験運行開始

3次評価

R7年10月以降
3次評価結果により、本格運行または経
過措置運行

社会実験の結果により変動

減便
・平　 日：▲4便
・土日祝：▲8便

増便
・平 　日：＋3便
・土日祝：＋4便

（）は現行便数からの増減

✓社会実験を見据え、収支率100％以上を達成できるよう需要に応じた運行に見直し

※平日３便、土日祝4便は小野原東線（北千里経由）に振り替え

※社会実験は箕面船場阪大前駅経由便のみで評価を行い、北千里経由
　 に振り替えた便は評価の対象としない
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■見直しの方向性

北千里経由に
一部振替

【見直し案】小野原東線（箕面船場阪大前駅経由）について
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■見直し概要

■見直し案のポイント・ねらい

■スケジュール
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【東部】
　平　 日：ピーク時間帯のみ運行

   土日祝：ピーク時間帯のみ運行

【西部】
　平　 日：概ね現在の便数で運行
　　　　　　（昼間：箕面萱野駅⇔呉羽の里で運行）
   土日祝：ピーク時間帯のみ運行

✓需要の多い地域・時間帯の運行を維持し、地域の交通手段がなくならないように見直し
✓他の路線、オレンジゆずるバスなどを含め、公共交通全体で地域の交通をカバー

【見直し案】箕面小野原線について
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■見直しの方向性

西部(箕面萱野駅～呉羽の里) 東部(箕面萱野駅～小野原東)

箕面萱野駅

平日 土日祝

発 着 発 着

朝（6時～8時台） ３ ４ ３ ４

昼（９時～16時台） ８ ８ ６ ７

夕（17時～21時台） ６ ５ ４ ２

箕面萱野駅

平日 土日祝

発 着 発 着

朝（6時～8時台） ４ ３ ４ ３

昼（９時～16時台） ８ ８ ７ ６

夕（17時～21時台） ５ ６ ２ ４

：見直し・減便の対象：見直し・減便の対象

平　日
現在の便数を概ね維持し運行
→昼間は箕面萱野駅⇔呉羽の里のみ運行

土日祝
ピークタイムを一部減便の上、運行
利用が少ない昼間の運行はとりやめ

平　日
ピークタイムを一部減便の上、運行
利用が少ない昼間の運行はとりやめ

土日祝

時期 内容

令和7年4月～9月末 経過措置運行

令和7年10月以降 見直し内容で運行開始

【経過措置運行】
・令和7年9月末までは、現在の運行内容で経過措置を
 実施
・バス路線見直案の策定時期等により、経過措置期間
は延長

■代替手段

区間 バス直通 バス＋鉄道

東部～
船場阪大前駅

小野原東線(船場経由）
ゆずるバス（黄ルート）

－

東部～
箕面萱野駅

なし
ゆずるバス（黄ルート）
＋北大阪急行

西部～
箕面萱野駅

ゆずるバス（赤ルート）
箕面中央線
＋北大阪急行

「東部～箕面萱野駅」アクセスの代替・補完について検討



■見直し概要

■見直し案のポイント・ねらい

■スケジュール
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時期 内容

令和7年4月～9月末 経過措置運行

令和7年10月以降 見直し内容で運行開始

「新稲循環」ルートに見直し、
新稲・桜ヶ丘～千里中央を一体的に運行
輸送の効率化を図る

「新稲循環」の運行により、
桜ヶ丘・桜地域の運行本数は増加

　✓地域の需要・移動ニーズに沿った運行に見直し　　　　✓「桜系統」も含め、輸送の効率化を図る

【見直し案】箕面中央線（新稲系統）について

【経過措置運行】
・令和7年9月末までは、現在の運行内容で経過措置を
実施

・バス路線見直案の策定時期等により、経過措置期間は
延長
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・現行４往復のため、これ以上の減便は難しい

・市西部の行き先需要が船場と千里中央に分散している
→千里中央と市西部を一体的に結び、輸送の効率化を図る
→「新稲系統」を廃止、千里中央～船場～新稲・桜ヶ丘地域を
　運行する「新稲循環」として運行

・桜系統は、便数を調整した上で全便千里中央発着に変更
→千里中央と市西部のアクセスを確保する

・「新稲循環」の運行本数は、現行より増加し、新稲地域に加え
　桜ヶ丘地域の朝・夕の運行本数も増加
→ただし、新稲地域の昼間は利用が少ないため、運行を
　 とりやめ

・現行の「箕面六丁目」バス停を、「(仮)箕面駅南」バス停に改称　
(箕面駅まで徒歩5分)

■見直しの方向性

●「新稲循環」ルートについて
・千里中央～船場～新稲・桜ヶ丘地域を一体的に運行
・時間帯により、運行方向が変更となる
　  朝 ：千里中央→船場→箕面市役所→新稲→

桜ヶ丘→箕面市役所→船場→千里中央
　夕方：千里中央→船場→箕面市役所→桜ヶ丘→

新稲→箕面市役所→船場→千里中央

●新稲・桜ヶ丘地域の運行本数について
＜新稲＞
　・現行（新稲系統）よりも運行本数は増加
　※ただし、利用の少ない昼間の運行はとりやめ
＜桜ヶ丘＞
　・桜系統は一部減便も、新稲循環の運行により
　　地域の運行本数は増加
　・全便が千里中央行きに変更

新稲系統
(社会実験路線)

「新稲系統」　廃止　⇒


